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平成29年度 第 37回 新潟社会人バドミントンリーグ戦
■開会式　平成29年4月9日（日）午前8時40分開会　於 東総合スポーツセンター
１）役員・選手整列

２）開会宣言 新潟社会人バドミントンリーグ戦　大会委員長　伊藤　　正

３）あいさつ 新潟支部バドミントン協会　会長　　　　　　　小田　　等

 新潟日報社　執行役員営業統括本部読者局長　　吉倉久一朗

４）優勝杯返還 １部　優勝チーム　青山クラブ

５）選手宣誓 17 部　あまりりす

６）競技及び、審判上の注意 新潟社会人バドミントンリーグ戦競技委員長

新潟社会人バドミントンリーグ戦
大会運営要領

第１条　機　　　関　　本会は新潟社会人バドミントンリーグ戦を円滑に運営する為に実行委員会を置く。

第２条　運　　　営　　本リーグの運営は支部協会の規約に則って実行委員会があたる。

第３条　役　　　員　　本リーグ実行委員会は、支部協会理事及び本リーグの参加者より選任する。

第４条　役 員 構 成　　本実行委員会には下記の役員を置く。

　　　　　　　　　　　・実行委員長　１名　　・副実行委員長　若干名　　・専門部役員　若干名

　　　　　　　　　　　・各部リーグ代表者　各１名　　・監事　１名

第５条　役 員 選 出　　本リーグ実行委員長は実行委員会で選出して支部協会の承認を得る。

 なお副実行委員長・専門部役員は実行委員会が選任する。

 各部リーグ代表者は、前年度各リーグの第三、四、五、六位チームから選出する。

 選出方法は実行委員会が決める。（奇数リーグ・偶数リーグ隔年とする）

第６条　役員の任期　　役員の任期は２年として再選を妨げない。

第７条　会　　　計　　本リーグの運営費は大会参加料、その他の収入を以てこれに当てる。

第８条　会 計 年 度　　本リーグの会計年度は１月１日から、１２月３１日とする。

第９条　会 計 承 認　　本リーグの会計決算は実行委員で承認し、支部協会に報告する。

第10条　補　　　則 運営要領の改正にあたっては実行委員会で審議し、実行委員の３分の２以上の賛同

を必要とする。

　　　　附　　　則　　本要領は平成９年３月１日より施行する。　　


